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民 事 訴 訟 法

（ 出題の趣旨 ）

【出題の趣旨】

弁論主義第 1 テーゼ及び第 2 テーゼの適用について、具体的事例を通じて問う問題であり、基本書や学部

の民事訴訟法の講義では必ず取り上げられると思われる典型的な論点である。まず、①については、自動車購

入資金を必要としていたことを Y が認めたことは間接事実の自白とみられるが、裁判所がこれと異なる目的

を判決で認定したことが、弁論主義第 2 テーゼに反しないかが問題になる。これについては、自白の裁判所

に対する拘束力(審判排除効)を否定するのが判例・通説であるが、重要な間接事実については拘束力を認める

説もある。次に、②については、当事者(Y)の主張しない免除の意思表示の事実を認定して請求を棄却したこ

とが、弁論主義第 1 テーゼに反しないかが問題になるが、免除の意思表示は被告 Y が主張立証すべき抗弁(主

要事実)であり、これについて主張がない(弁論に現れていない)以上、同テーゼに反するということになる。こ

れについては、第 1 テーゼの意義をきちんと示したうえで、免除の意思表示が主要事実に該当すること、こ

れが主張されていない限り同テーゼに反することを的確に指摘することが必要になる。

以上


